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個別注記表 
１．重要な会計方針に係る事項 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

① その他有価証券 

・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額金は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

・時価のないもの 移動平均法による原価法 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法 

・商品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

（リース資産を除く） 

建物（建物附属設備を除く）は定額法、建物以外につ

いては定率法によっております。 

主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物         ３年～47年 

アミューズメント機器 ２年～10年 

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産について

は、３年間で均等償却する方法を採用しております。

② 無形固定資産 

（リース資産を除く） 

・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よって償却しております。 

・のれん ５年間で均等償却する方法を採用しております。 

③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証

の取り決めがある場合には残価保証額）とする定額法

によっております。 

なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リ

ース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に

関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

④ 長期前払費用 定額法によっております。 
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(3) 繰延資産の処理方法   

社債発行費 社債の償還期間にわたり定額法により償却しておりま

す。 

(4) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、賞

与支給見込額を計上しております。 

③ ポイント引当金 顧客に付与されたポイントの使用による値引発生に備

えるため、当事業年度末において将来使用されると見

込まれる額を計上しております。 

④ 事業構造改善引当金 事業構造改善に伴い発生する費用及び損失に備えるた

め、その発生見込み額を計上しております。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たしている金利スワップについ

て、特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

③ ヘッジ方針 デリバティブ取引は借入金利等の将来の金利市場にお

ける利率上昇による変動リスク回避を目的としており

投機的な取引は行わない方針であります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップの特例処理の要件を満たしており、その

判定をもって有効性の判定に代えております。 

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項 

消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。 

 

２．貸借対照表に関する注記 

(1) 担保に供している資産 

建物 2,783,158千円 

土地 2,640,130千円 

計 5,423,288千円 

上記の物件は、長期借入金1,821,533千円（一年内返済予定の長期借入金666,246千円

を含む）及び社債923,600千円（一年内償還予定の社債192,800千円を含む）の担保に

供しております。 

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 
10,320,379千円

－2－



(3) 財務制限条項 

長期借入金127,500千円（一年内返済予定の長期借入金85,000千円を含む）につい

て、以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべ

ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。 

① 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される営業損益及び経常損益が2期連

続損失とならないこと。 

② 各年度の決算期における単体の貸借対照表に示される「純資産の部」の金額を直前決

算期における単体の貸借対照表に示される「純資産の部」の金額の75％以上に維持す

ること。 

 

３．損益計算書に関する注記 

減損損失 
当事業年度に、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 金額 

札幌地区 営業店舗 建物・長期前払費用等 165,886千円 

道北地区 営業店舗 土地・建物・構築物等 73,798千円 

西日本地区 営業店舗 建物等 67,533千円 

東日本地区 営業店舗 建物等 12,802千円 

道東地区 営業店舗 建物 7,197千円 

道南地区 営業店舗 建物等 2,442千円 

全国 処分予定資産 建物・構築物・ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ機器等 72,853千円 

合計 402,515千円 

当社は、各店舗ごとに資産のグルーピングを行っております。但し、処分予定資産につ

いては個別に取り扱っております。 

上記の資産につきましては、処分予定資産は今後の使用見込みがなく、それ以外の資産

は使用価値が帳簿価額を下回っているため、それらの帳簿価額を回収可能価額まで減額し

た結果、資産については402,515千円（土地19,370千円、建物303,548千円、構築物29,435

千円、アミューズメント機器27,123千円、長期前払費用16,702千円、その他6,335千円）

を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は使用価値又は正味

売却価額により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれないことから、

零円で算定しております。 
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４．株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 発行済株式の総数に関する事項 

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数 

普 通 株 式 4,303,500株 －株 －株 4,303,500株

 

(2) 自己株式の数に関する事項 

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数 

普 通 株 式 45,094株 14,400株 －株 59,494株

 

(3) 剰余金の配当に関する事項 

① 配当金支払額等 

決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額
１株当たり

配 当 額
基 準 日 効 力 発 生 日

平成 2 5 年６月 1 9日 

定 時 株 主 総 会 
普 通 株 式 4,258千円 １円 平成25年３月31日 平成25年６月20日

 

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの 

該当事項はありません。 
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５．金融商品に関する注記 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入等

により資金を調達しております。 

売掛金及び差入保証金に係る顧客信用リスクは、経理規程の与信管理方針に沿ってリ

スク低減を図っております。 

投資有価証券は主に業務上の関係を有する上場企業の株式であり、四半期ごとに時価

の把握を行っております。 

長期貸付金の内容は、店舗建物に対する建設協力金であります。 

買掛金、未払金はそのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。 

借入金、社債、リース債務及び長期未払金は、設備投資資金及び運転資金の調達を目

的としたものであり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を

実施して支払利息の固定化を実施しております。 

(2) 金融商品の時価等に関する事項 

平成26年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次の

とおりであります。 

 貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円） 

(1)現金及び預金 840,379 840,379 －

(2)売掛金 130,573 130,573 －

(3)投資有価証券 44,603 44,603 －

(4)長期貸付金 165,529 165,529 －

(5)差入保証金 1,197,061  

貸倒引当金（※１） △2,850  

 1,194,211 802,589 △391,622

資産計 2,375,297 1,983,675 △391,622

(1)買掛金 166,597 166,597 －

(2)短期借入金 420,000 420,000 －

(3)未払金 303,792 303,792 －

(4)社債（一年内償還予定

を含む） 
2,635,600 2,641,886 6,286

(5)長期借入金（一年内返

済予定を含む） 
2,424,735 2,412,898 △11,836

(6)長期未払金（一年内返

済予定を含む） 
707,808 706,537 △1,271

(7)リース債務（一年内返

済予定を含む） 
591,695 589,237 △2,457

負債計 7,250,229 7,240,949 △9,279

デリバティブ取引 － － －

（※１）差入保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資産 

(1)現金及び預金、(2)売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから､当該帳簿

価額によっております。 

(3)投資有価証券 

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格ま

たは取引金融機関から提示された価格によっております。 

(4)長期貸付金 

これらの時価の算定は、建設協力金は「金融商品会計に関する実務指針」により算定

した価額により、時価を算定しております。 

(5)差入保証金 

これらの時価の算定は、差入先別に与信管理上の信用リスクを考慮して､その将来キャ

ッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標をもとに割り引いた現在価値により算定し

ております。 

負債 

(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金 

これらは短期間で決済されるため､時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。 

(4)社債、(5)長期借入金、(6)長期未払金、（7）リース債務 

これらの時価は、元利金の合計を、同様の新規借入またはリース・割賦取引を行った

場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引として、金利スワップの特例処理による取引がありますが、ヘッジ

対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借

入金の時価に含めて記載しております。 

（注２）非上場株式（貸借対照表計上額250千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシ

ュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められ

るため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。 
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６．賃貸等不動産に関する注記 

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社では札幌市その他地域において賃貸等不動産を有しております。 

平成26年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は104,192千円（賃貸収

益は売上高に、賃貸費用は主に売上原価、販売費及び一般管理費に計上）でありま

す。 

(2) 賃貸等不動産の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額（千円） 

当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高 

当事業年度末の時価

（千円） 

1,030,231 △13,293 1,016,938 1,139,114

（注１）貸借対照表計上額は､取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。 

（注２）当事業年度増減額のうち､増加額はなく、主な減少額は減価償却費（13,282千円）

であります。 

（注３）当事業年度末の時価は､主として不動産鑑定評価基準に基づいて自社で算定した金

額(指標等を用いて調整を行ったものを含む)であります。 
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７．税効果会計に関する注記 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産   

未払事業所税否認 12,445千円

賞与引当金損金算入限度超過額 10,829千円

未払社会保険料否認 1,599千円

ポイント引当金否認 2,899千円

貸倒引当金損金算入限度超過額 1,084千円

事業構造改善引当金否認 50,605千円

固定資産減損による評価損 800,888千円

長期未払金否認 17,873千円

資産除去債務 51,910千円

投資有価証券評価損 5,329千円

繰越欠損金 702,431千円

その他 3,770千円

繰延税金資産小計 1,661,669千円

評価性引当額 △1,589,543千円

繰延税金資産合計 72,125千円

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △80,477千円

金融商品会計差額金 △4,668千円

資産除去債務 △20,938千円

その他有価証券評価差額金 △538千円

繰延税金負債合計 △106,621千円

繰延税金資産の純額 △34,496千円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。 

(3) 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

平成26年3月20日の減資により資本金が1億円以下となり、事業税率が変更いたし

ました。また、「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平

成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法

人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債

の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見

込まれる一時差異については従来の37.7％から36.7％に変更され、平成27年4月1日

に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の35.3%から

36.7%に変更となります。 
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この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金

額）は5,753千円、その他有価証券評価差額金は20千円減少し、法人税等調整額は

5,733千円増加しています。 

８．リースにより使用する固定資産に関する注記 

ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月

31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っており、その内容は以下のとおりであります。 

① 当事業年度の末日における取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び期末残高相当額 

 取得価額相当額
減価償却累計額

相 当 額

減損損失累計額

相 当 額 
期末残高相当額

構 築 物 3,933千円 3,599千円 －千円 333千円

機 械 及 び 装 置 34,700千円 32,634千円 －千円 2,065千円

工具、器具及び備品 160,110千円 141,887千円 192千円 18,031千円

合 計 198,744千円 178,121千円 192千円 20,429千円

② 当事業年度の末日における未経過リース料相当額等 

１年内 22,186千円 

１年超 －千円 

合計 22,186千円 

リース資産減損勘定の残高 5千円 

③ 当事業年度の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

支払リース料 66,938千円

リース資産減損勘定の取崩額 215千円

減価償却費相当額 60,478千円

支払利息相当額 2,073千円

減損損失 152千円

④ 減価償却費相当額の算出方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある場合は残価保

証額）とする定額法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっております。 
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９．関連当事者との取引に関する注記 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

種類 
会社等 

の名称 

議決権等の所有

（被所有）割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

(千円)

店舗の賃借 

(注3) 
25,041 前払費用 2,262

転貸借契約によ

る保証金の返還
4,100 差入保証金 251,787

リース債務

（流動） 
217,937

リース資産の取

得(注4) 
139,557

リース債務

（固定） 
136,713

事業譲受 

(注5) 
－

長期未払金 

（一年内返済

予定含む） 

221,500

上記手数料 3,177   

被債務保証 

(注6) 
195,722 － －

親会社 

㈱ゲオ

ホール

ディン

グス

(注1) 

－ 
業務提携 

役員の兼任

支払保証料 471 未払費用 43

(2) 兄弟会社等 

種類 
会社等 

の名称 

議決権等の所有

（被所有）割合 

関連当事者

との関係 
取引の内容 

取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

(千円)

事業譲受 

(注5) 
－

長期未払金 

（一年内返済

予定含む） 

144,000

同一の

親会社

を持つ

会社 

㈱ゲオ

(注2) 
－ 事業の譲受

上記手数料 2,105     

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注1) 株式会社ゲオホールディングスは、平成26年１月16日の公開買付決済に伴い、親会

社ではなくなりました。そのため議決権等の所有（被所有）割合は当事業年度末時

点の割合を、取引金額は関連当事者であった期間の取引金額を、また、期末残高は

関連当事者でなくなった時点の金額を記載しております。 

(注2) 株式会社ゲオは、親会社である株式会社ゲオホールディングスが公開買付決済によ

り、当社の親会社に該当しなくなったことに伴い、同一の親会社を持つ会社ではな

くなりました。そのため取引金額は関連当事者であった期間の取引金額を、また、

期末残高は関連当事者でなくなった時点の金額を記載しております。 

(注3) 店舗の賃借料につきましては、近隣相場を参考に賃料等を決定しております。 

(注4) リース資産の取得につきましては、一般的取引条件と同様に決定しております。 

(注5) 平成21年10月１日の事業譲受であり、譲受価額は、資産・負債をそれぞれ時価評価

し両社合意の上で算出して決定しております。 
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(注6) 当社の金融機関からの借入金及び当社が発行する社債の一部について㈱ゲオホール

ディングスから債務保証を受けております。取引金額については、関連当事者に該

当しなくなった時点の被債務保証残高である借入金及び社債残高を記載しておりま

す。支払保証料につきましては、市場価格を勘案して合理的に決定しております。 

(注7) 上記(1)～(2)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高に

は消費税等が含まれております。 

 

10．１株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 444円51銭

(2) １株当たり当期純損失 114円20銭

 

11．退職給付に関する注記 

(1) 退職給付制度の概要  

当社は、平成24年４月１日より確定拠出年金制度を採用しております。 

(2) 退職給付費用の内訳  

確定拠出年金への掛金支払額等 21,168千円

 

12．資産除去債務に関する注記 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

(1) 当該資産除去債務の概要 

店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を取得から４～40年と見積り、割引率は0.4～2.3％を使用して資産除去

債務の金額を算定しております。 

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

期首残高 142,162千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 1,088千円

時の経過による調整額 3,018千円

資産除去債務の履行による減少額 △10,193千円

見積の変更による増減額 7,461千円

資産除去債務の戻入額 △2,091千円

期末残高 141,446千円
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13．重要な後発事象に関する注記 

固定資産の譲渡 
当社は、平成26年４月１日開催の取締役会において、固定資産を譲渡することについ

て決議いたしました。 
１．譲渡の理由 

当社ＧＡＭＥ事業の一部（ゲオショップ内のゲームコーナーであるリトルパーク事

業）に関する機器や貯蔵品等の資産を、中古市場価格等勘案した価額にて譲渡するも

のであります。この資産譲渡は、株式会社ゲオ（以下、「ゲオ」といいます。）のゲ

オショップ内に設置されたゲームコーナーであり、ゲオの他の商材の都合により、臨

機応変にスペースの縮小・拡大・撤退・新設を実施したいとの理由により、ゲオグル

ープをはずれたことを機に譲渡するものであります。 
２．譲渡資産の内容 

資産の名称及び所在地 譲渡価額 帳簿価額 譲渡益 譲渡前の使途 

アミューズメント機器等 
全国（127ヵ所） 192,115千円 41,364千円 150,750千円

ゲオショップ内ゲー

ムコーナーのゲーム

機及び貯蔵品等 
※なお、貯蔵品については、帳簿価額22,915千円での譲渡となり、譲渡損益は発生い

たしません。 
３．相手先の名称 

株式会社ゲオ 
４．譲渡の日程 

取締役会決議日 平成26年４月１日 
契約締結日   平成26年４月１日 
物件引渡期日  平成26年４月１日 

５．今後の見通し 
当該固定資産の譲渡に伴い、平成27年３月期において固定資産売却益150,750千円

の特別利益を計上する予定であります。 
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14．その他の注記 

ストック・オプションに関する注記 

(1) 権利不行使による失効により利益として計上した金額 

新株予約権戻入益 61千円

(2) ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの内容 

  平成22年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 44名 

株式の種類別のストック・

オプションの数（注） 
普通株式 45,000株 

付与日 平成22年８月26日 

権利確定条件 

新株予約権者は、権利行使時において、当社取締役、監査役

もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、

監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年

により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締

役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 

対象勤務期間 自平成22年８月26日 至平成24年６月30日 

権利行使期間 自平成24年７月１日 至平成28年６月30日 

（注）株式数に換算して記載しております。 

② ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（平成26年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、

ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

a. ストック・オプションの数 

  平成22年ストック・オプション 

権利確定前（株）   

前事業年度末 － 

付与 － 

失効 － 

権利確定 － 

未確定残 － 

権利確定後（株）   

前事業年度末 43,500 

権利確定 － 

権利行使 － 

失効 500 

未行使残 43,000 
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b. 単価情報 

  平成22年ストック・オプション 

権利行使価格（円） 483 

行使時平均株価（円） － 

付与日における公正な評価単価（円） 122 

 

(3)ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反

映させる方法を採用しております。 
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